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同志社女子大学研究紀要編集委員会内規 

 

２００４年４月 １日 制定 

２００８年２月２３日 改正 

２００８年３月１９日 改正 

２０１６年２月１０日 改正 

 

第１条 本学の各学問分野の諸成果を学内外に公表し、学術研究機関としての評価を高め

る目的のために、研究紀要編集委員会（以下「編集委員会」という。）を置く。 

 

第２条 編集委員会は、次の各号の事項について企画立案をする。 

   （１）「学術研究年報」及び「研究所紀要」の編集に関すること。 

   （２）「学術研究年報」及び「研究所紀要」の社会的評価の向上に関すること。 

 

第３条 編集委員会は、次の各号の委員をもって構成し、委員長は学術情報部長とする。 

（１） 学術情報部長及び研究所所長 

（２） 学術情報主任 

 

第４条 委員長は、委員会を招集し、議長となる。 

 ２ 委員長は、必要がある場合、委員会の承諾を得て、委員以外の者の出席を求めるこ

とができる。 

 

第５条 編集委員の任期は、職務上委員となる者を除き２年とし、再任を妨げない。 

 

第６条 編集委員会の事務は、学術情報部学術研究支援課の所管とする。 

 

第７条 この内規の改廃は、学術情報部主任会、常任委員会及び評議会の議を経て、学長

が決定する。 

 

 附 則 

１ この内規は、２０１６年４月１日から施行する。 

 

 


